
木造建築実技教科書　訂正のお知らせ

以下のように訂正いたします。

●50頁　No.32 電動工具の使い方（１）備考欄　を以下に差し替える。

●115頁　No.94 模擬家屋（１） ２　土台　の要点１．３．４．

１．使用する継手・仕口

①　こしかけかま継手（No.50，51） ①　こしかけかま継手（No.49，50）

②　えり輪小根ほぞ差し割くさび締め（No.58～61） ②　えり輪小根ほぞ差し割くさび締め（No.57～60）

③　大入れありがけ（No.57） ③　大入れありかけ（No.56）

③́ 下ば大入れありがけ ③́ 下ば大入れありかけ

④　傾ぎ大入れ釘打ち（No.90） ④　かたぎ大入れ釘打ち

３．～750mm内外として釘（No.90）２本で～ ～750mm内外として釘（No.89）２本で～

４．据え付け（No.88） ４．据え付け（No.87）

●115頁　No.94 模擬家屋（１） ３　桁・梁　母屋　小屋束　の要点１．

１．使用する継手・仕口

①　平ほぞ差し（No.65） ①　平ほぞ差し（No.64）

②　こしかけかま継手（No.50，51） ②　こしかけかま継手（No.49，50）

③　ねじ組み（No.70，71） ③　ねじ組み（No.69，70）

④　大入れありがけ（No.57）羽子板～ ④　大入れありかけ（No.56）羽子板～

④́ かぶとありがけ（No.68，69）羽子板～ ④́ かぶとありかけ（No.67，68）羽子板～

⑤　傾ぎ大入れボルト締め（No.90） ⑤　かたぎ大入れボルト締め

⑥　渡りあご掛けボルト締め（No.64） ⑥　渡りあごかけボルト締め（No.63）

●115頁　No.94 模擬家屋（１） ４　隅木　の要点１．

１．～木表を上ばとして墨を付ける。（No.72） １．～木表を上ばとして墨を付ける。（No.71）

●116頁　No.95 模擬家屋（２） １　柱　の要点３．

３．使用する仕口

①　平ほぞ（No.65） ①　平ほぞ（No.64）

②　天井欠き（No.78） ②　天井欠き

●116頁　No.95 模擬家屋（２） ２　建て方　の要点５．

５．～ゆがみ直し（No.86）を行い，～ ５．～ゆがみ直し（No.88）を行い，～

労働安全衛生規則　第 333・ 334条概要 
１．電動機を有する機械又は器具を使用する場合，対地電圧が 150Ｖをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い 
液体によって湿潤している場所その他鉄板上，鉄骨上，定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式の 
ものについては，漏電による感電の危険を防止するため，当該電動機械器具が接続される電路に感電防止用漏電遮断装置を接 
続しなければならない。 

２．感電防止用漏電遮断装置の接続が困難な場合は，電動機械器具の金属製外枠，電動機の金属製外被等の金属部分を接地して使 
用しなければならない。 

３．絶縁台の上で使用する電動機械器具及び二重絶縁構造の電動機械器具については適用しない。 



●117頁　No.96 模擬家屋（３） ２　壁下地　の要点２．

２．～金物を取り付ける。（No.73） ～金物を取り付ける。（No.72）

●119頁　No.98 模擬家屋（５） １　外回り内法　の要点１．２．

１．敷居を入れる。（No.74，No.75） １．敷居を入れる。（No.73，No.74）

２．鴨居を入れる。（No.74，No.75） ２．かもいを入れる。（No.73，No.74）

・敷居から内法杖で～ かもいから内法杖で～

●120頁　No.99 模擬家屋（６） ２　内壁　の要点１．２．

１．和室には石こうラスボードを張る。（No.94） １．和室には石こうラスボードを張る。（No.93）

２．廊下には石こうボードを張る。（No.93） ２．廊下には石こうボードを張る。（No.92）

●121頁　No.100 模擬家屋（７） １　天井　の要点２．

２．天井回り縁を入れる。（No.79） ２．天井回り縁を入れる。（No.78）


